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総合周産期母子医療センターは、産科及び小児科（母体・胎児集中治療管理

室及び新生児集中治療管理室を有する。）、麻酔科その他の関係診療科目を有す

るものとする。 

なお、総合周産期母子医療センターに小児外科を有しない場合には、小児外

科を有する他の施設と緊密な連携を図るものとする。 

 

（ウ）設備等 

総合周産期母子医療センターは、以下の設備を備えるものとする。 

ａ 母体・胎児集中治療管理室 

（ａ）分娩監視装置 

（ｂ）呼吸循環監視装置 

（ｃ）超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものとする。） 

（ｄ）その他母体・胎児集中治療に必要な設備 

（ｅ）母体・胎児集中治療管理室は、必要に応じ個室とすること。 

 

ｂ 新生児集中治療管理室 

（ａ）新生児用呼吸循環監視装置 

（ｂ）新生児用人工換気装置 

（ｃ）保育器 

（ｄ）その他新生児集中治療に必要な設備 

 

ｃ 後方病室 

母体・胎児集中治療管理室の後方病室（母体・胎児集中治療管理室におい

て管理していたもののうち、軽快して管理の程度を緩めうる状態となった者

及び同室にて管理を必要とする状態に移行することが予想されるものの現時

点では管理の程度が緩やかでよい者並びに比較的リスクが低いか又は消失し

た妊婦、褥婦を収容する室を指す。以下同じ。）、及び新生児集中治療管理室

の後方病室（新生児集中治療管理室より退出した児、及び点滴、酸素投与等

の処置を必要とする児を収容する室を指す。以下同じ。）に必要な設備。 

 

ｄ ドクターカー 

医師の監視のもとに母体又は新生児を搬送するために必要な患者監視装置、

人工呼吸器等の医療器械を搭載した周産期医療に利用しうるドクターカーを

必要に応じ整備するものとする。 

 

ｅ 検査機能 

血液一般検査、血液凝固系検査、生化学一般検査、血液ガス検査、エック

ス線検査、超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものとする。）に

よる検査及び分娩監視装置による連続的な監視が常時可能であるものとする。 
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ｆ 輸血の確保 

血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートを常に確保し、緊急時の大量

使用に備えるものとする。 

 

ウ 病床数 

（ア）母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室の病床数は、都道府県

の人口等に応じ総合周産期母子医療センターとしての適切な病床数を確保する

ことを基本とし、母体・胎児集中治療管理室の病床数は６床以上、新生児集中

管理室の病床数は９床以上（１２床以上とすることが望ましい）とする。ただ

し、三次医療圏の人口が概ね１００万人以下の場合にあっては、母体・胎児集

中治療管理室の病床数は３床以上、新生児集中治療管理室の病床数は６床以上

とする。 

 

なお、両室の病床数については、以下のとおり取扱うものとする。 

ａ 母体・胎児集中治療管理室においては、これと同等の機能を有する陣痛室

のベットを含めて数えることとして差し支えない。ただし、この場合、陣痛

室のベットを含めない病床数は６床を下回ることができない。 

ｂ 新生児集中治療管理室に係る病床数は、新生児用人工換気装置を有する病

床について数えるものとする。 

 

（イ）母体・胎児集中治療管理室の後方病室は、母体・胎児集中治療管理室の２倍

以上の病床数を有することが望ましい。 

 

（ウ）新生児集中治療管理室の後方病室は、新生児集中治療管理室の２倍以上の病

床数を有することが望ましい。 

 

エ 医療従事者 

母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室は、２４時間診療体制を

適切に確保するために必要な以下の職員を確保することが望ましい。 

 

（ア）母体・胎児集中治療管理室 

ａ ２４時間体制で産科を担当する複数（病床数が６床以下であって別途オン

コールによる対応ができる者が確保されている場合にあっては１名）の医師

が勤務していること。 

ｂ 母体・胎児集中治療管理室の全病床を通じて常時３床に１名の助産師又は

看護師が勤務していること。 

 

（イ）新生児集中治療管理室 

ａ ２４時間体制で常時新生児を担当する医師が勤務していること。 

ｂ 常時３床に１名の看護師が勤務していること。 
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（ウ）新生児集中治療管理室の後方病室 

常時８床に１名の看護師が勤務していること。 

 

（エ）分娩室 

助産師、看護師が病棟とは独立して勤務することを原則とする。 

ただし、母体・胎児集中治療管理室の勤務を兼ねることは差し支えない。 

 

オ 周産期医療情報センター 

総合周産期母子医療センター等に、周産期医療情報センターを設置し、地域周

産期母子医療センターと電話回線等により接続することにより、周産期医療シス

テムの運営に必要な情報の収集を行うとともに、地域周産期医療関連施設、地域

住民等に対する情報提供、相談等を行う。 

 

本システムで収集された情報のうち、周産期医療の状況把握に必要と認められ

る情報について項目を定め、定期的に収集するとともに、これを周産期医療協議

会へ報告し、同協議会において協議の上、地域周産期医療関連施設等に公表する

ものとする。 

 

（ア）整備内容 

ａ 周産期救急情報システム（必置） 

周産期医療に関する診療科別医師の存否及び勤務状況、病床の空床状況、

手術、検査及び処置の可否、重症例の受入れ可能状況並びに搬送に出向く医

師の存否等に関する情報を収集、提供する。 

ｂ 周産期医療情報システム 

周産期救急情報システムに加え、産科及び新生児の医療に関する各種情報

を収集整備し、地域における周産期医療のデータ解析、評価を行うシステム

を整備するよう努める。 

 

（イ）情報収集の方法 

ａ コンピューター等による収集（毎日定時及び随時必要なもの） 

ｂ 電話、ＦＡＸ等による収集（情報の変動が比較的少ないもの） 

 

（ウ）情報提供及び相談 

地域周産期医療関連施設等に対し、以下の情報提供及び相談を行う。 

ａ 周産期医療に関する基礎的知識、最新の技術及び地域周産期医療関連施設

から依頼された検査の結果 

ｂ 適切な受け入れ施設の選定、確認及び回答等 

 

カ 周産期医療関係者研修 
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都道府県は、総合周産期母子医療センターにおいて、地域周産期母子医療セン

ター、地域周産期医療関連施設等の医師、助産師、看護師及び准看護師に対し、

周産期医療に必要な専門的・基礎的知識、技術を習得させるため、到達目標を定

め、その研修を行う。 

 

（ア）目標 

ａ 周産期医療に必要とされる基本的な知識、技術を習得させる。 

ｂ 緊急を要する患者に対する的確な判断力及び高度な技術を習得させる。 

ｃ 地域周産期母子医療センターの医師に対しては、最新の医学的技術を習得

させる。 

 

（イ）研修の内容 

ａ 産 科 

（ａ）胎児及び母体の状況の適切な把握と迅速な対応 

（ｂ）産科ショックとその対策 

（ｃ）妊産婦死亡とその防止対策 

（ｄ）帝王切開の問題点 

 

ｂ 新生児 

（ａ）新生児蘇生法 

（ｂ）新生児の緊急手術 

（ｃ）ハイリスク新生児の迅速な診断 

（ｄ）新生児管理の実際 

（ｅ）退院後の保健指導等 

 

③ 医療機関の例 

・ 総合周産期母子医療センター等 

 

（４）周産期医療施設を退院した障害児等が生活の場（施設を含む）で療養・療育でき

るよう支援する機能【療養・療育支援】 

① 目標 

・ 周産期医療施設を退院した障害児等が生活の場（施設を含む。）で療養・療育

できる体制を提供すること（地域の保健・福祉との連携等） 

・ 在宅において療養・療育を行っている児の家族に対する支援を実施すること 

 

② 医療機関等に求められる事項 

・ 周産期医療施設等と連携し、人工呼吸器の管理が必要な児や、気管切開等の

ある児の受け入れが可能であること 

・ 児の急変時に備え、救急対応可能な病院等との連携が図れていること 

・ 訪問看護ステーション、薬局、福祉サービス事業者及び自治体等との連携に
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より、医療、保健及び福祉サービス（レスパイトを含む。）を調整し、適切に療

養・療育できる体制を提供すること 

・ 地域又は総合周産期母子医療センター等の周産期医療施設と連携し、療養・

療育が必要な児の情報（診療情報や治療計画等）を共有していること 

・ 重症心身障害児施設等の自宅以外の場においても、障害児の適切な療養・療

育を支援すること 

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③ 医療機関等の例 

・ 小児科を標榜する病院又は診療所 

・ 在宅医療を行っている診療所 

・ 訪問看護ステーション 

・ 重症心身障害児施設 

・ 肢体不自由児施設 
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第３ 構築の具体的な手順 

１ 情報の収集 

都道府県は、周産期医療の体制を構築するに当たって、下記に示す患者動向、医療

資源及び医療連携に関する情報等を収集し、現状を把握する。 

（１）患者動向に関する情報 

・ 出生率（人口動態調査） 

・ 合計特殊出生率（人口動態調査） 

・ 分娩数（帝王切開件数を含む。）（医療施設調査） 

・ 低出生体重児出生率（人口動態調査） 

・ 新生児死亡率（人口動態調査） 

・ 周産期死亡率（人口動態調査） 

・ 妊産婦死亡率（人口動態調査） 

・ 産後訪問指導を受けた割合（地域保健・老人保健事業報告） 

 

（２）医療資源・連携等に関する情報（新たな調査を要する） 

① 救急搬送 

・ 母体搬送、新生児搬送等の救急搬送件数 

・ 搬送先医療機関 

・ 周産期救急情報システム等の活用状況 

・ 救急要請から医療機関収容までに要した平均時間 

・ 搬送先医療機関の選定において問い合わせた周産期医療施設数 

 

② 医療機関等 

ア 正常分娩に対応する病院・診療所 

・ 分娩数等の診療内容及び診療体制等 

産科医及び産婦人科医の数 

助産師数 等 

・ 対応可能な分娩 

母体、胎児の条件 等 

・ 医療連携の状況 

リスクの低い帝王切開術に対応するための連携状況 

オープンシステムへの参加状況 

医療機器共同利用の状況 

他の医療機関との診療情報や治療計画の共有の状況 等 

 

イ 分娩を取り扱う助産所（院内助産所を含む。） 

・ 分娩数等の診療内容及び診療体制等（助産師数） 
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・ 対応可能な分娩（母体、胎児の条件等） 

・ 医療連携の状況（嘱託医、嘱託医療機関の産科医との連携状況等） 

 

ウ 周産期医療施設 

・ 設備 

新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の病床数 

母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）の病床数 

ドクターカー 等 

・ 分娩数等の診療内容及び診療体制等 

産科医及び産婦人科医の数 

新生児の医療を担当する医師数 

助産師数 等  

・ 対応可能な分娩 

母体、胎児の条件 等 

・ 医療連携の状況 

他の医療機関からの搬送受入状況 

オープンシステムの実施状況 

医療機器共同利用の状況 

他の医療機関との診療情報や治療計画の共有の状況 

在宅療養・療育を支援する機能を持った施設等との連携状況 等 

 

エ 在宅療養・療育を支援する機能を持った施設 

・ 診療内容及び診療体制等 

医師数、看護師数 等 

・ 対応可能な医療内容 

人工呼吸器管理、気管切開のケア、痰の吸引のある児 等 

・ 医療連携の状況 

他の医療機関からの紹介状況 

救急対応可能な病院等との事前の連携状況 

他の医療機関との診療情報や治療計画の共有の状況 等 

 

（３）指標による現状把握 

（１）及び（２）の情報を基に、例えば下記に示すような指標により、地域の医

療提供体制の現状を客観的に把握する。 

 

（参考：指標の例） 

○ ストラクチャー指標 

・ ＮＩＣＵを有する医療機関及びその病床数【地域周産期医療・総合周産期医

療】 

・ ＭＦＩＣＵを有する医療機関及びその病床数【総合周産期医療】 
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・ 分娩を取り扱う産科又は産婦人科病院数【正常分娩】 

・ 分娩を取り扱う産科又は産婦人科診療所数【正常分娩】 

・ 分娩を取り扱う助産所数【正常分娩】 

・ 院内助産所数【正常分娩】 

・ 産科医及び産婦人科医の数【正常分娩・地域周産期医療・総合周産期医療】 

・ 新生児を担当する医師数【地域周産期医療・総合周産期医療】 

・ 助産師数【正常分娩・地域周産期医療・総合周産期医療】 

 

○ プロセス指標 

・ 出生率（人口動態調査） 

・ 合計特殊出生率（人口動態調査） 

・ 低出生体重児出生率（人口動態調査） 

・ 母体搬送数 

・ 新生児搬送数  

・ 分娩数（帝王切開件数を含む。）（医療施設調査） 

・ ＮＩＣＵ収容児数・平均在院日数 

・ 産後訪問指導を受けた割合（地域保健・老人保健事業報告） 

 

○ アウトカム指標 

・ 新生児死亡率（人口動態調査） 

・ 周産期死亡率（人口動態調査） 

・ 妊産婦死亡率（人口動態調査） 

 

２ 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討 

（１）都道府県は、周産期医療体制を構築するに当たって、「第２ 医療機関とその連携」

を基に、前記「１ 情報の収集」で収集した情報を分析し、妊産婦、胎児、新生児

のリスクや重症度に応じて必要となる医療機能を明確にして、圏域を設定する。 

 

（２）医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひ

とつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機能を担う施設が

存在しない場合には、圏域の再設定を行うこともあり得る。 

 

（３）圏域を設定するに当たっては、重症例（重症の産科疾患、重症の合併症妊娠、胎

児異常症例等）を除く産科症例の診療が圏域内で完結することを目安に、従来の二

次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定する。 

 

（４）検討を行う場合は、地域医師会等の医療関係団体、現に周産期医療の診療に従事

する者、住民・患者、市町村等の各代表が参画する 

また、現行の周産期医療協議会を十分に尊重・活用する。 
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３ 連携の検討及び計画への記載 

（１）都道府県は、周産期医療の体制を構築するに当たって、分娩の安全確保を考慮し

た上で、地域の医療機関が妊産婦、胎児、新生児のリスクや重症度に応じて機能を

分担する連携となるよう、また、関係機関・施設の信頼関係を醸成するよう配慮す

る。 

そのために、医療機関、地域医師会等関係者は、診療技術や知識の共有、診療情

報の共有、連携する施設・医師等専門職種の情報の共有を図る。 

 

（２）保健所は、「地域保健法第４条第１項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する

基本的な指針」（平成６年厚生省告示）の規定に基づき、また、平成１９年７月２０

日付け健総発第０７２０００１号健康局総務課長通知「医療計画の作成及び推進に

おける保健所の役割について」を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医

師会等と連携して医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。 

  

（３）都道府県域の県境地域においては、道路状況や地域住民の受療動向により、県内

医療機関と県外医療機関との連携体制を検討する。 

その場合、隣接都道府県関係者からなる協議会を設置する等により合意を得る。 

  

（４）医療計画には、原則として、各医療機能を担う医療機関の名称を記載することと

する。 

 

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能

を担うこともある。 

 

さらに、医療機関等の名称については、例えば圏域内に著しく多数の医療機関等

が存在する場合にあっては、地域の実情に応じて記載することで差し支えないが、

住民に分かりやすい周知に努めるものとする。 

 

（５）集約化・重点化を実施するための計画との整合性を図る。 

① 連携強化病院の体制 

② 連携病院の体制 

③ 連携強化病院と連携病院の連携体制 

④ 連携強化病院における地域の周産期医療施設の支援体制 

⑤ 医療機関間における搬送体制 

 

４ 数値目標及び評価 

（１）数値目標の設定 

都道府県は、良質かつ適切な周産期医療を提供する体制について、事後に定量的な
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比較評価を行えるよう、地域の実情に応じた数値目標を設定する。 

数値目標の設定に当たっては、基本方針第７に掲げる諸計画に定められる目標を勘

案するものとする。 

 

（２）評価 

数値目標の達成状況について、少なくとも５年ごとに調査、分析及び評価を行い、

必要があるときは、都道府県はその医療計画を変更することとする。 
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小児医療の体制構築に係る指針 

 

小児医療については、これまで未熟児養育医療、小児慢性特定疾患治療研究事業、自立

支援事業（育成医療）等に対する公費負担事業や重症度に応じた救急医療体制の整備等の

対策を進めてきたところであり、これらの達成目標は、「健やか親子２１」（平成１２年）

や「子ども・子育て応援プラン」（平成１６年）にも目標値として盛り込まれているところ

である。 

 

さらに、平成１７年８月に関係省庁により発表された「医師確保総合対策」等において

小児科医の不足が指摘されたことから、都道府県に対し、平成１７年１２月２２日付け医

政局長、雇用均等・児童家庭局長連名通知「小児科・産科における医療資源の集約化・重

点化の推進について」（以下「集約化推進通知」という。）において、小児科・産科の医師

偏在問題については、医療資源の集約化・重点化の推進が当面の最も有効な方策であるこ

とを示したところである。 

 

しかしながら、小児医療に関連する体制の全てについて、これまで必ずしも一定の体系

化の下、整備されてきたわけではない。 

このため、当面、日本小児科学会が示している「我が国の小児医療提供体制の構想」を

参考に、小児救急医療のみならず一般の医療も視野に入れながら、小児の医療体制を構築

する。 

 

本指針では、小児医療の体制構築に当たり、「第１ 小児医療の現状」で小児医療をとり

まく状況がどのような医療が行われているのかを概観し、次に、「第２ 医療機関とその連

携」でどのような医療体制を構築すべきかを示している。 

都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の具体的な手順」に則して、地域の現状

を把握・分析し、また各医療機能を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を設定し、そ

の圏域ごとの医療機関とさらにそれらの医療機関間の連携の検討を行い、最終的には都道

府県全体で評価まで行えるようにする。 

 

第１ 小児医療の現状 

１ 小児医療をとりまく状況 

（１）小児の疾病構造 

１日当たりの全国の小児（０歳から１４歳までを指す。以下同じ。）患者数（推計）

は、入院で約３.４万人、外来で約７４万人となっている1。 

 

① 入院については、喘息（１０．４％）をはじめとする呼吸器系の疾患（２４．

                         
1 厚生労働省「患者調査」（平成１７年） 
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２％）のほか、「周産期に発生した病態」（１８．５％）、「神経系の疾患」（１０．

７％）、「先天奇形、変形及び染色体異常」（８．７％）が多い。 

 

② また、外来については、急性上気道感染症（１８．５％）をはじめとする呼吸

器系の疾患（４３．９％）が圧倒的に多い。 

 

また、小児医療に関連する業務においては、育児不安や小児の成長発達上の相談、

親子の心のケア、予防接種、児童虐待への対応等の保健活動が占める割合が大きい。 

 

なお、小児救急については、患者の多くが軽症者であり、また、夕刻から準夜帯（１

８時から２３時まで）にかけて受診者が多くなることが指摘されている。 

 

（２）死亡の状況 

我が国の周産期死亡率（出産千対）は４．８、乳児死亡率（出生千対）は２．８と、

諸外国と比較しても最低水準にあるが、幼児（１歳から４歳まで）の死亡率（人口１

０万対）は２５．４と依然、高水準である2。 

 

その主な原因は、「不慮の事故」（２０．６％）、「先天奇形、変形及び染色体異常」

（１６．１％）、「悪性新生物」（８．７％）となっている。 

 

（３）小児救急の現状 

少子化（小児人口は、平成７年の２，００３万人から平成１７年の１，７５２万人

まで減少している。）にも関わらず、１８歳未満の救急搬送数を見ると、平成８年の３

９万人から平成１７年の５１万人と増加傾向にある。 

 

また、同搬送における軽症者の割合は８割弱となっている。さらに、小児の入院救

急医療機関（第二次救急医療機関）を訪れる患者数のうち、９割以上は軽症であるこ

とが指摘されている3。このように、小児救急患者については、その多くが軽症患者で

あり、かつ、重症患者を扱う医療機関においてさえ軽症患者が多数受診している様子

がうかがえる。 

 

小児救急患者の時間帯別の受診状況をみると、平日では夕刻から準夜帯（１８時か

ら２２時頃まで）にかけて増加傾向にあり、さらに土・日では多くなっている4。この

ように、小児救急患者は、いわゆる時間外受診が多いことが指摘されている。 

 

このような小児救急における受療行動には、少子化、核家族化、夫婦共働きといっ

                         
2 厚生労働省「人口動態調査」（平成１７年） 
3 日本医師会「小児救急医療体制のあり方に関する検討委員会 報告書」（平成１４年）ほか 
4 厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズへの対応策に関する研究」（主任研究者 

衛藤義勝）（平成１６年度） 
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た社会情勢や家庭環境の変化に加え、保護者等による専門医指向、病院志向が大きく

影響していると指摘されている。 

 

２ 小児医療の提供体制 

（１）医療施設の状況 

 

① 平成５年から平成１７年までの間に小児科を標榜している一般病院は２２％減

少（４，０２６から３，１５４）、診療所は７．５％減少（２７，３７０から２５，

３１６）している。 

 

② 小児慢性特定疾患を取り扱う機関については各都道府県において指定されてい

る。 

 

③ 平成１１年度以降、小児救急医療体制の充実を図るため、病院群輪番制（１４

４地区）や拠点病院（２８か所）の整備を推進している。（数値はいずれも平成１

８年９月現在） 

 

④ 高度な医療を提供する新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）を有する一般病院の数は、

平成５年の３３９病院から平成１７年の３４３病院へと微増している。 

 

（２）小児医療に係わる医師等の状況 

 

① 我が国の小児科を標榜する病院一施設当たりの、小児人口は約５千人（例えば、

英国では約２万５千人）、小児科医数は平均２名余（英国は約２０名）と、他の先

進諸国に比べ、医療資源が広く薄く配置されている状況が指摘されている5。 

 

② 平成 6 年から平成１６年までの間に小児科医の数は１３，３４６人から１４，

６７７人と約１，３００人増加している。また、小児人口 1 万人当たりの小児科

医数でみても、６．５から８．３と増加傾向にある。 

一方、小児の救急搬送件数は増加しており、小児科医１名当たりの小児救急搬

送数は増加している。 

                         
5 日本小児科学会調 
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第２ 医療機関とその連携 

１ 目指すべき方向 

当面、日本小児科学会が示している「我が国の小児医療提供体制の構想」を参考に、

小児救急医療のみならず一般の医療も視野に入れながら、医療体制を構築していく。 

 

その際、圏域ごとに少なくとも一箇所の小児専門医療を取り扱う病院を確保するこ

とを目標に、既存の医療機関相互の連携や各事業の効果的な組合せ等によって、地域

における小児医療の連携の構築を目指すこととする。 

 

（１）子どもの健康を守るために、家族を支援する体制 

① 急病時の対応等について健康相談・支援を実施可能な体制 

② 慢性疾患児や障害児、心の問題のある児の家族に対する精神的サポート等を実

施する体制 

③ 家族による救急蘇生法等、不慮の事故や急病への対応が可能な体制 

 

（２）小児患者に対し、その症状に応じた対応が可能な体制 

① 地域において、初期救急も含め一般的な小児医療を実施する体制 

② 二次医療圏において、拠点となる病院が、専門医療又は入院を要する小児救急

医療を提供する体制 

③ 三次医療圏において、高度な専門医療又は重篤な小児患者に対する救命医療を

提供する体制 

※ 慢性疾患児や障害児、心の問題のある児等に関しては、上記①～③の分類に基づく医療提供体制

が必ずしも当てはまらない場合が想定されることから、地域の実情に応じ、適宜、体制の確保を図

る。 

 

（３）地域の小児医療が確保される体制 

① 医療資源の集約化・重点化の実施により、小児専門医療を担う病院が確保され

る体制 

② 小児医療に係る医師の確保が著しく困難な地域については、医療の連携の構築

を図ることで、全体で対応できる体制 

 

（４）療養・療育支援が可能な体制 

①小児病棟やＮＩＣＵ等で療養中の重症心身障害児等が生活の場で療養・療育でき

るよう、医療、介護及び福祉サービスが相互に連携した支援を実施 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「目指すべき方向」を踏まえ、救急の医療体制に求められる医療機能を下記（１）
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から（４）に示す。 

都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機関等に求められる事項等）について、

地域の実情に応じて柔軟に設定する。 

 

（１）健康相談等の支援の機能【相談支援等】 

① 目標 

・ 子供の急病時の対応等を支援すること 

・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資

源、福祉サービス等について情報を提供すること 

・ 不慮の事故等の救急の対応が必要な場合に、救急蘇生法等を実施できること 

 

② 関係者に求められる事項 

（家族等周囲にいる者） 

・ 必要に応じ電話相談事業等を活用すること 

・ 不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと 

・ 救急蘇生法等の適切な処置を実施すること 

 

（消防機関等） 

・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を家族等に対し、指導する

こと 

・ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること 

・ 救急医療情報システムを活用し、適切な医療機関へ速やかに搬送すること 

 

（行政機関） 

・ 休日・夜間等に子供の急病等に関する相談体制を確保すること（小児救急電

話相談事業） 

・ 急病時の対応等について受療行動の啓発を実施すること（小児救急医療啓発

事業） 

・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を、家族等に対し指導する

体制を確保すること（自動体外式除細動器普及啓発事業） 

・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資

源福祉サービス等について情報を提供すること 

 

（２）一般小児医療 

地域において、日常的な小児医療を実施する。 

 

（２－１）一般小児医療（初期小児救急医療を除く。）を担う機能【一般小児医療】 

① 目標 

・ 地域に必要な一般小児医療を実施すること 

・ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施する
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こと 

 

② 医療機関に求められる事項 

・ 一般的な小児医療に必要とされる診断・検査・治療を実施すること 

・ 軽症の入院診療を実施すること（入院設備を有する場合） 

・ 他の医療機関の小児病棟やＮＩＣＵ等から退院するに当たり、生活の場（施

設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施すること 

・ 訪問看護ステーション、福祉サービス事業者、行政等との連携により、医療、

介護及び福祉サービス（レスパイトを含む。）を調整すること 

・ 重症心身障害児施設等、自宅以外の生活の場を含めた在宅医療を実施するこ

と 

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

・ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携していること 

・ 専門医療を担う地域の病院と、診療情報や治療計画を共有するなどして連携

していること 

 

③ 医療機関等の例 

・ 小児科を標榜する診療所 

・ 一般小児科病院※、過疎小児科病院※ 

・ 連携病院（集約化推進通知に規定されるもの） 

・ 訪問看護ステーション 

※ 平成１８年６月日本小児科学会理事会中間報告書「小児医療提供体制の改革ビジョン」（以

下「改革ビジョン」という。）に規定されるもの 

 

（２－２）初期小児救急医療を担う機能【初期小児救急】 

① 目標 

・ 初期小児救急を実施すること 

 

② 医療機関に求められる事項 

・ 小児初期救急センター、休日夜間急患センター等において平日昼間や夜間休

日における初期小児救急医療を実施すること 

・ 緊急手術や入院等を要する場合に備え、対応可能な医療機関と連携している

こと 

・ 地域で小児医療に従事する開業医等が、病院の開放施設（オープン制度）や

小児初期救急センター等、夜間休日の初期小児救急医療に参画すること 

 

③ 医療機関の例 

（平日昼間） 

・ 小児科を標榜する診療所 

・ 一般小児科病院、過疎小児科病院（改革ビジョンに規定されるもの） 
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・ 連携病院（集約化推進通知に規定されるもの） 

 

（夜間休日） 

・ 在宅当番医制に参加している診療所、休日夜間急患センター、小児初期救急

センター 

 

（３）地域小児医療センター（日本小児科学会の「地域小児科センターに相当するもの」） 

小児医療圏において中核的な小児医療を実施する。 

 

（３－１）小児専門医療を担う機能【小児専門医療】 

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の連携強化

病院に係る記載も参照。） 

① 目標 

・ 一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者に対する医療を実施するこ

と 

・ 小児専門医療を実施すること 

 

② 医療機関に求められる事項 

・ 高度の診断・検査・治療や勤務医の専門性に応じた専門医療を行うこと 

・ 一般の小児医療の行う機関では対応が困難な患者や常時監視・治療の必要な

患者等に対する入院診療を行うこと 

・ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域における医療機関と、小児医療

の連携体制を形成することにより、地域で求められる小児医療を全体として実

施すること 

・ より高度専門的な対応について、高次機能病院と連携していること 

・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③ 医療機関の例 

・ 地域小児科センター（ＮＩＣＵ型）（改革ビジョンに規定されるもの） 

・ 連携強化病院（集約化推進通知に規定されるもの） 

 

（３－２）入院を要する救急医療を担う機能【入院小児救急】 

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の連携強化

病院に係る記載も参照。） 

① 目標 

・ 入院を要する小児救急医療を２４時間体制で実施すること 

 

② 医療機関に求められる事項 

・ 入院を要する小児救急医療を２４時間３６５日体制で実施可能であること 
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・ 小児科を標榜する診療所や一般病院等の地域医療機関と連携し、地域で求め

られる入院を要する小児救急医療を担うこと 

・ 高度専門的な対応について、高次機能病院と連携していること 

・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③ 医療機関の例 

・ 地域小児科センター（救急型）（改革ビジョンに規定されるもの） 

・ 連携強化病院（集約化推進通知に規定されるもの） 

・ 小児救急医療拠点病院 

・ 小児救急医療支援事業により輪番制に参加している病院 

 

（４）小児中核病院 

三次医療圏において中核的な小児医療を実施する。 

 

（４－１）高度な小児専門医療を担う機能【高度小児専門医療】 

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の高次機能

病院に係る記載も参照。） 

① 目標 

・ 地域小児医療センターでは対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療を

実施すること 

 

② 医療機関に求められる事項 

・ 広範囲の臓器専門医療を含め、地域小児医療センターでは対応が困難な患者

に対する高度専門的な診断・検査・治療を実施すること 

・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③ 医療機関の例 

・ 中核病院（改革ビジョンに規定されるもの） 

・ 大学医学部附属病院 

・ 小児専門病院 

 

（４－２）小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】 

（人的体制、新生児医療等その他の事項については、集約化推進通知の高次機能

病院に係る記載も参照。） 

① 目標 

・ 小児の救命救急医療を２４時間体制で実施すること 

 

② 医療機関に求められる事項 
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・ 地域小児医療センターからの紹介患者や救急搬送による患者を中心として、

重篤な小児患者に対する救急医療を２４時間３６５日体制で実施すること 

・ 小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を運営することが望ましいこと 

・ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 

・ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③ 医療機関の例 

・ 救命救急センター 

・ 小児救急医療拠点病院のうち救命救急医療を提供するもの 
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第３ 構築の具体的な手順 

１ 情報の収集 

都道府県は、小児医療の体制を構築するに当たって、下記に示す患者動向、医療資

源及び医療連携に関する情報等を収集し、現状を把握する。 

（１）患者動向に関する情報 

・ 小児患者数（住所の別、軽症・重症の別、外来・入院の別、搬送の種類、受診

時間帯）（患者調査） 

・ 小児（１５才未満）の死亡率（人口動態統計） 

・ 小児救急電話相談利用状況 

・ 乳幼児死亡率等（人口動態調査） 

 

（２）医療資源・連携等に関する情報（新たな調査を要する。収集に当たっては関係学

会等が実施した調査も参考とする。） 

・ 小児科標榜病院数とその所在 

・ 各病院における診療の実態 

 外来（一般外来、各種専門外来、検診・育児相談・予防接種等） 

 入院（一般病床数、ＮＩＣＵ病床数、ＰＩＣＵ病床数、小児入院医療管理料

の算定病床数等） 

 小児医療に係る医師の数（小児科医等） 

・ 小児科標榜診療所数とその所在 

・ 時間外の診療対応状況 

 休日・夜間診療所の運営状況（診療時間、対応疾病、医師人数等） 

 初期救急体制への小児科を標榜する診療所及び病院の関与状況 

 休日・夜間薬局の運営状況（開局時間、薬剤師人数等） 

・ 小児救急医療に携わる施設とその位置（衛生担当部局） 

・ 救急医療機関の人員（衛生担当部局、一部新たな調査が必要） 

 

（３）指標による現状把握 

（１）及び（２）の情報を基に、例えば下記に示すような指標により、地域の医

療提供体制の現状を客観的に把握する。 

 

（参考：指標の例） 

○ ストラクチャー指標 

・ 医療圏ごとの各種の小児医療機関数 

・ ２４時間３６５日の対応が可能な体制が確保されている医療圏の整備率（初

期救急又は入院救急） 

・ 小児医療に係る医師数（小児科医数等）（病院・診療所別） 
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・ 小児救急電話相談の件数 

・ 小児救急啓発事業における講習会実施回数 

・ 重点化指数（小児科を標榜する病院一施設当たりの小児科医数、小児人口、

年間入院患者数、外来受診者数、救急・時間外受診者数の平均値と標準偏差値

及びこれらの推移） 

 

○ プロセス指標 

・ 初期医療機関から入院を要する医療を担う機関又は高次機能医療機関への患

者転送件数 

・ 入院を要する医療を担う医療機関において、消防機関からの救急搬送受入要

請に対して実際に受け入れた患者の割合 

・ 時間外受入患者のうち開業医が対応したものの割合 

 

○ アウトカム指標 

・ 乳児死亡率（人口動態調査） 

・ 幼児死亡率（人口動態調査） 

・ 小児（１５才未満）の死亡率 

 

２ 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討 

（１）都道府県は、小児医療体制を構築するに当たって、「第２ 医療機関とその連携」

を基に、前記「１ 情報の収集」で収集した情報を分析し、一般小児医療、地域小

児医療センター、中核病院といった各種機能を明確にして、圏域を設定する。 

 

（２）医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひ

とつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機能を担う施設が

存在しない場合には、圏域の再設定を行うこともあり得る。 

 

（３）圏域を設定するに当たっては、地域小児医療センターを中心とした診療状況を勘

案し、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設

定する。 

 

（４）検討を行う場合は、地域医師会等の医療関係団体、現に小児医療の診療に従事す

る者、住民・患者、市町村等の各代表が参画する。 

 

３ 連携の検討及び計画への記載 

（１）都道府県は、小児医療の体制を構築するに当たって、患者の重症度・緊急度に応

じて適切に医療が提供されるよう、また、関係機関・施設の信頼関係が醸成される

よう配慮する。 

そのために、医療機関、消防機関、消防主管部局、地域医師会等の関係者は、診
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療情報の共有、連携する施設・医師等専門職種の情報の共有を図る。 

 

（２）保健所は、「地域保健法第４条第１項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する

基本的な指針」（平成６年厚生省告示）の規定に基づき、また、平成１９年７月２０

日付け健総発第０７２０００１号健康局総務課長通知「医療計画の作成及び推進に

おける保健所の役割について」を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医

師会等と連携して医療機関相互又は医療機関と消防機関との調整を行うなど、積極

的な役割を果たすこと。 

 

（３）都道府県域の県境地域においては、道路状況や地域住民の受療動向により、県内

医療機関と県外医療機関との連携体制を検討する。 

その場合、隣接都道府県関係者からなる協議会を設置する等により合意を得る。 

 

（４）医療計画には、原則として各医療機能を担う医療機関の名称を記載することとす

る（前述したとおり、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関

が複数の機能を担うこともあり得る）。 

 

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能

を担うこともある。 

 

さらに、医療機関等の名称については、例えば圏域内に著しく多数の医療機関等

が存在する場合など、地域の実情に応じて記載をすることで差し支えないが、住民

に分かりやすい周知に努めるものとする。 

 

（５）集約化・重点化を実施するための計画との整合性を図る。 

① 連携強化病院の体制 

② 連携病院の体制 

③ 連携強化病院と連携病院の連携体制 

④ 地域の診療所・連携病院の参加による休日・夜間初期小児救急医療体制 

⑤ 連携強化病院における地域の小児救急医療の支援体制 

⑥ 医療機関間における搬送体制 

⑦ 高次機能病院の役割 

 

４ 数値目標及び評価 

（１）数値目標の設定 

都道府県は、良質かつ適切な小児医療を提供する体制について、事後に定量的な比

較評価を行えるよう、地域の実情に応じた数値目標を設定する。 

数値目標の設定に当たっては、基本方針第７に掲げる諸計画に定められる目標を勘

案するものとする。 
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（２）評価 

数値目標の達成状況について、少なくとも５年ごとに調査、分析及び評価を行い、

必要があるときは、都道府県はその医療計画を変更することとする。 



 

 

 

 


